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第２次広島市地域共生社会実現計画（素案）からの主な修正について 

 

No ページ 修正前 修正後 修正理由 

1 

P. 3 第１章第３ 他の福祉部門の個別

計画等との関係 

③ 広島市地域コミュニティ活

性化ビジョンとの関係 

令和 3 年（2021 年）4 月に

施行された改正社会福祉法に

おいては、「生活の基盤として

の地域社会が持続可能である

ことが、地域福祉の基盤とし

て不可欠であり、地域福祉に

よって地域生活の質が向上す

ることで、そのことが地域の

活性化に還元されていくとい

う考えの下、新たに、地域福

祉の推進に当たっては、福祉

分野以外の様々な分野の施策

との連携に配慮するよう努め

なければならない」旨が示さ

れています。 

本市では、地域に関わるあ

らゆる主体が一緒になり、地

域の実情に応じた諸課題を解

決することができる持続可能

な地域コミュニティの実現を

図る            

      ため、令和 4 年

（2022 年）2 月に「広島市地

域コミュニティ活性化ビジョ

ン」（以下「地域コミュニティ

活性化ビジョン」という。）を

策定し、「自分たちのまちは、

自分たちで創り、守る」とい

う考えの下、        

              

              

     広島型地域運営組

織「ひろしま LMO     」

（以下「ひろしま LMO」とい

う。）の構築・運営支援に取り

組むとともに、その他地域コ

ミュニティの活性化に資する

様々な施策に取り組んでいま

す。 

地域コミュニティは地域福

祉を推進していく上での基盤

であり、          

              

第１章第３ 他の福祉部門の個別

計画等との関係 

③ 広島市地域コミュニティ活

性化ビジョンとの関係 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

        

本市では、地域に関わるあ

らゆる主体が一緒になり、地

域の実情に応じた諸課題を解

決     できる持続可能

な地域コミュニティの実現を

図り、もって地域共生社会の

実現を目指すため、令和 4 年

（2022）年 2 月に「広島市地

域コミュニティ活性化ビジョ

ン」（以下「地域コミュニティ

活性化ビジョン」という。）を

策定し、地区社会福祉協議会

や連合町内会・自治会等が中

心となって、地域の多様な主  

体と連携しながら、地域福祉

を含む様々な地域課題の解決

に取り組む広島型地域運営組

織「ひろしま LMO（エルモ）」

（以下「ひろしま LMO」とい

う。）づくりのほか、     

          地域コ

ミュニティの活性化に資する

様々な施策 を推進していま

す。 

もとより、地域福祉の推進

は、地域生活の質の向上を目

指して、地域住民等が地域の

生活課題を把握し、関係機関 

 第４回社会福祉審

議会全体会議での御

意見を踏まえ、地域

共生社会実現計画と

地域コミュニティ活

性化ビジョンの実践

により得られる効果

の関係をより分かり

やすくお伝えするた

め、記載を修正した。 

資料２ 
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No ページ 修正前 修正後 修正理由 

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

         本計画と

地域コミュニティ活性化ビジ

ョンとが          

            連

動して施策を展開することに

より、地域共生社会の実現を

目指していくものです。 

 

 

 

 

との連携により解決を図るも

のであるところ、地域コミュ

ニティ活性化ビジョンに基づ

くひろしま LMO づくりは、ま

さにこれに合致する取組で

す。また、令和 3年（2021年）

4 月に施行された改正社会福

祉法の改正趣旨においては、

生活の基盤としての地域社会

が持続可能であることが、地

域福祉の基盤として不可欠で

あることが示されており、そ

の観点からも、法の改正趣旨

を踏まえて策定する本計画と

地域コミュニティ活性化ビジ

ョンは、方向性を一にするも

のであることから、ともに連

動して施策を展開することに

より、地域共生社会の実現を

目指していくものです。 

 

2 

P.27 取組体系１取組項目１ 在宅福祉

サービスの充実・強化 

（新設） 

取組体系１取組項目１ 在宅福祉

サービスの充実・強化 

 ４ ひとり親家庭の子育て・生

活支援の充実 

ひとり親家庭が安定的な生

活を送り自立していけるよ

う、必要な福祉制度等の情報

提供や相談支援など仕事と子

育て・日常生活の両立に向け

た支援を行います。 

 

 

 

 

第４回社会福祉審

議会全体会議での御

意見を踏まえ、第２

期 子ども・子育て

支援事業計画に基づ

き、ひとり親家庭に

関連する取組を追加

記載した。 

3 

P.34 取組体系２取組項目２ 地域団体

等の連携による 持続可能な地域

コミュニティづくりの促進 

【事例紹介  】世代・生活ス

タイルに応じた地域活動の役

割分担 

取組体系２取組項目２ 地域団体

等の連携による 持続可能な地域

コミュニティづくりの促進 

【取組イメージ】世代・生活ス

タイルに応じた地域活動の役

割分担 

第４回社会福祉審

議会全体会議での御

意見を踏まえ、実際

の事例ではなく、案

として例示する内容

であることを示すた

め、記載を修正した。 
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No ページ 修正前 修正後 修正理由 

4 

P.35 取組体系２取組項目３ 社会参

加・交流の促進 

 １ 社会参加の場の運営支援 

⑴ 地域団体等が運営し全て

の高齢者が気軽に参加する

ことのできる「通いの場」

である、レクリエーション

等の介護予防に資する多様

な活動を行う       

 サロンや運動を中心とし

た地域介護予防拠点につい

て、その設置や運営を支援

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組体系２取組項目３ 社会参

加・交流の促進 

 １ 社会参加の場の運営支援 

⑴ 地域団体等が運営し全て

の高齢者が気軽に参加する

ことのできる「通いの場」

である、レクリエーション

等の介護予防に資する多様

な活動を行う地域高齢者交

流サロンや運動を中心とし

た地域介護予防拠点につい

て、その設置や運営を支援

します。 

第９期高齢者施策

推進プランとの整合

を図るため、記載を

修正した。 

5 

P.35 取組体系２取組項目３ 社会参

加・交流の促進 

 １ 社会参加の場の運営支援 

（新設） 

取組体系２取組項目３ 社会参

加・交流の促進 

 １ 社会参加の場の運営支援 

⑺ ひきこもり当事者など社

会的な孤立・孤独に陥りや

すい人々については、社会

参加につながる前段階とし

て、自己肯定感を育み、自

信と気力を取り戻す場を確

保することが効果的であ

り、ひきこもりや不登校等

の支援に当たっている NPO

と連携して、気軽に利用で

きる居場所づくりの拡充に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回社会福祉審

議会全体会議での御

意見を踏まえ、うつ

病・自殺（自死）対

策推進計画（第３次）

に基づき、ひきこも

り当事者に関連する

取組を追加記載し

た。 
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No ページ 修正前 修正後 修正理由 

6 

P.39 取組体系３取組項目１ 地域住民

等が地域における問題を把握し地

域生活課題として解決を試みるこ

とができる環境等の整備 

 ３ 市・区社会福祉協議会によ

る支え合いの地域づくりの推

進 

地域の資源開発、生活支

援・介護予防サービスを担う

提供主体のネットワーク化及

び地域の支援ニーズとサービ

ス提供主体の活動のマッチン

グ等を行う生活支援コーディ

ネーターを市・区社会福祉協

議会に配置し、地域に不足す

るサービスの創出や担い手の

育成を行う         

           な

ど、            

  多様なサービスが利用で

きる支え合いの地域づくりを

推進するとともに、地域住民

同士が交流できる多様な場や

居場所の整備や参加者の世代

や属性を問わず必要な支援を

行います。 

 

取組体系３取組項目１ 地域住民

等が地域における問題を把握し地

域生活課題として解決を試みるこ

とができる環境等の整備 

 ３ 市・区社会福祉協議会によ

る支え合いの地域づくりの推

進 

地域の資源開発、生活支

援・介護予防サービスを担う

提供主体のネットワーク化及

び地域の支援ニーズとサービ

ス提供主体の活動のマッチン

グ等を行う生活支援コーディ

ネーターを市・区社会福祉協

議会に配置し、地域に不足す

るサービスの創出や担い手の

育成、地域住民同士が交流で

きる多様な居場所の整備な

ど、参加者の世代や属性を問

わず多様なサービスが利用で

きる支え合いの地域づくりを

推進します。        

              

              

              

      

第９期高齢者施策

推進プランとの整合

を図るため、記載を

修正した。 

7 

P.44 取組体系４ 民間との連携・協働

による地域福祉の推進 

地域福祉推進の中間支援組織

として公益的活動に取り組んで

いる市社会福祉協議会等の   

               

   民間組織との連携・協働

により、地域福祉の推進に資す

る取組の効果的な実施に  取

り組みます。 

 

取組項目１ 社会福祉法人等によ

る公益的活動の促進 

２ 社会福祉法人 の地域にお

ける公益的な取組の推進 

社会福祉法人       

     が、地域における

福祉ニーズを反映した公益的

な取組を行うことができるよ

う、必要な支援を行います。 

 

取組体系４ 民間との連携・協働

による地域福祉の推進 

地域福祉推進のため公益的活

動に取り組んでいる市・区社会

福祉協議会等の中間支援組織や

地域団体、NPO、ボランティア団

体等の民間組織との連携・協働

により、地域福祉の推進が   

    効果的に行えるよう取

り組みます。 

 

取組項目１ 社会福祉法人等によ

る公益的活動の促進 

２ 社会福祉法人等の地域にお

ける公益的な取組の推進 

社会福祉法人等の地域福祉

の推進主体が、地域における

福祉ニーズを反映した公益的

な取組を行うことができるよ

う、必要な支援を行います。 

第４回社会福祉審

議会全体会議での御

意見を踏まえ、基本

理念（あらゆる主体

の協働の下、それぞ

れに役割を果たしな

がら、お互いに支え

合い）に基づき、市

社会福祉協議会以外

の活動団体も地域福

祉の推進主体である

ことが分かるよう、

記載を修正した。 
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No ページ 修正前 修正後 修正理由 

8 

P.51 別記 重層的支援体制整備事業

（重層的支援体制整備事業実施計画） 

２ 実施内容及び実施体制 

① 包括的な相談支援 

Ⅰ 包括的相談支援 

○ 実施体制 

・ 重層的支援体制整

備事業の趣旨を踏ま

え、以下の実施機関

以外        

          

          

          

          

 においても、同事

業の円滑な実施に向

けて連携して取り組

みます。 

【包括的相談支援の実施体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記 重層的支援体制整備事業

（重層的支援体制整備事業実施計画） 

２ 実施内容及び実施体制 

① 包括的な相談支援 

Ⅰ 包括的相談支援 

○ 実施体制 

・ 重層的支援体制整

備事業の趣旨を踏ま

え、下線で示す社会

福祉法に規定する実

施機関だけでなく、

区役所厚生部を始め

とする本市関係課や

その他の支援関係機

関においても、同事

業の円滑な実施に向

けて連携して取り組

みます。 

【包括的相談支援の実施体制】 

 

重層的支援体制整

備事業における包括

的相談支援の実施体

制について、社会福

祉法に規定のある実

施機関だけでなく、

その他の機関も連携

して取り組むことを

より分かりやすく示

すため、記載を修正

した。 

9 

P.54 別記 重層的支援体制整備事業

（重層的支援体制整備事業実施計画） 

２ 実施内容及び実施体制 

② 参加支援 

既存の社会参加に向けた

事業では対応できない狭間

の個別ニーズに対応するた

め、           

                

                

        社会資源との間

の調整を行うことで要支援

者の社会参加を支援しま

す。 

 

 

別記 重層的支援体制整備事業

（重層的支援体制整備事業実施計画） 

２ 実施内容及び実施体制 

② 参加支援 

既存の社会参加に向けた

事業では対応できない狭間

の個別ニーズに対応するた

め、地域における多様な参

加の場や居場所、地域住民

同士による見守り活動な

ど、地域の社会資源との間

の調整を行うことで要支援

者の社会参加を支援しま

す。 

第４回社会福祉審

議会全体会議での御

意見を踏まえ、「社会

資源」が指す内容が

分かるよう、記載を

修正した。 
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No ページ 修正前 修正後 修正理由 

10 

P.56 別記 重層的支援体制整備事業

（重層的支援体制整備事業実施計画）

【重層的支援体制整備事業による 

 支援イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記 重層的支援体制整備事業

（重層的支援体制整備事業実施計画）

【重層的支援体制整備事業による 

支援イメージ】 

 

計画内での表現の

整合を図るため、記

載を修正した。 

11 

P.91 資料編２ 地域共生社会推進のた

めの「つながり」実態調査 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

資料編２ 地域共生社会推進のた

めの「つながり」実態調査 

調査結果ページで

用いている調査対象

者の略称が指す内容

が分かるよう、説明

を追加記載した。 

12 

全般 

（P.1, 

17, 

18, 

39） 

（新設） （左記ページ内の以下専門職等の

説明を記載） 

・地区担当保健師 

・相談支援包括化推進員 

・生活支援コーディネーター 

・民生委員・児童委員 

・地域福祉推進委員 

第４回社会福祉審

議会全体会議での御

意見を踏まえ、専門

職等の名称が記載さ

れているページへの

下部へ、その専門職

等がどういった活動

を行っているのか分

かるよう、注釈で説

明を追加記載した。 

13 

全般 

（P.7, 

37, 

39, 

51, 

56） 

（左記ページ内の以下機関名称を

修正） 

「子育て世代包括支援センタ

ー」及び「こども家庭相談コーナ

ー」 

（左記ページ内の以下機関名称を

修正） 

「こども家庭センター」 

子育て世代包括支

援センター及びこど

も家庭相談コーナー

について、令和６年

度からは、両機関を

一体化し、こども家

庭センターという名

称となるため、記載

を修正した。 

 

本頁以降、アンケート調査対象者の名称を以下のと

おり省略して表記しています。 

・ 障害者基幹相談支援センター ：障害 基幹 

・ 障害者相談支援事業所（委託）：障害 委託 

・ 障害者相談支援事業所（指定）：障害 指定 

・ 区地域支えあい課      ：子育てセンター 

・ 区くらしサポートセンター  ：くらしサポート 


